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第 1章　後期計画策定の背景

（1）次世代育成支援対策推進行動計画とは

平成 15年 7月、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を進める
ために「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。この法律は、国、地方公共団体、事業
主および国民の責務を明らかにし、地方公共団体に対しては市町村行動計画および都道府県行動
計画を、また 301人以上（平成 23年 4月以降は 101人以上）の従業員のいる企業に対しては、「一
般事業主行動計画」の策定を義務付けるものです。

（2）前期計画が目指したもの

これらの動きと共に、前期計画の背景には、核家族化や少子化の進行、それに伴う子どもどう
しのふれあいやコミュニケーションの希薄化と家庭の子育て力の低下、さらにはいじめや虐待の
顕在化といった社会環境を背景として、子育てしやすい環境の充実が大きな課題となっていました。
こうした状況を踏まえ、品川区は前期計画で「子どもが、人を、地域をつなぎ、子育ての楽し
さを広げる都

ま ち

市　品川」を基本理念に掲げ、「子育ての第一義的責任は親にある」ことを前提に、
各世代が支援する子育て環境の向上を図るため、以下の 3つの基本方針を定めました。

子育てに喜びや楽しさを感じ、安心して子どもを生
み育てることができる環境や男女が共に子育てと仕
事を両立できる環境の整備、子育てについての相談
体制の整備等を進める。

子育て・子育ち環境の整備に向けて社会全体が協力
し、支援していくため、家庭はもとより、地域社会、
学校、団体、事業所、行政等が連携を保ち、それぞ
れの役割を果たしながら協力し、子育てを支援する
環境の整備を進める。

安心して子どもを
生み育てることができる環境づくり

ゆとりある教育、遊び、あるいは様々な体験や交流
を通して豊かな人間関係、自立や社会性を伸ばすこ
とができるよう、子どもの最善の利益を守ることを
基本に、子どもがのびのびと成長していける環境の
整備等を進める。

子どもが明るくのびのび成長できる
環境づくり

子育てと子どもの成長を社会全体が協力し、
応援する環境づくり
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（3）前期計画の成果

前期計画で行った取り組みの成果を、前述の 3つの基本方針ごとにまとめると、以下のとお
りです。

①基本方針　安心して子どもを生み育てることができる環境づくり

基本目標 取り組みの成果

1．安心できる出産
と健康づくり

●妊娠期からの子育て支援として、国の助成制度では対象とならな
い一般不妊治療や妊婦健診（超音波検査）、里帰り健診、任意予
防接種について助成して経済的負担を軽減しています。
●休日および平日夜間に加え、平成 19年からは土曜日夜間の小児
応急診療を実施し年間を通じて子どもに対する医療を確保する
など、安心して子育てできる環境を整備しています。
●育児不安の軽減や安心感のある子育てのために、「すくすく赤
ちゃん訪問事業」では、すべての生後 4ヶ月までの乳児のいる
家庭を対象に職員が訪問し情報提供をする等、相談・助言を継続
的に行っています。

2．要支援児童への
対応

●保護を要する児童の早期発見と家庭への支援のために、子育て支
援センターや「こども家庭あんしんねっと協議会」の充実を図っ
ています。
●発達の遅れや障害について、乳幼児健診等での早期発見に努める
と共に、社会福祉法人への委託やNPO法人との連携により、専
門相談や療育体制を充実し自立した社会生活を送れるように支
援しています。

3．安心して働ける
子育て支援

●就労形態の多様化に対応した短時間保育室の開設や、職場復帰の
前提となる育児休業後の保育園への入園予約や、0歳から就学前
まで一貫した教育・保育を行う幼保一元化の推進など、仕事と子
育ての両立支援の充実を目指した事業の拡充を図ると共に、在宅
子育て家庭との連携支援も推進しています。
●中小企業の人材確保と働きやすい環境づくりをサポートするこ
とを目的とし、ワーク・ライフ・バランス支援事業、融資あっ旋
事業を実施しています。
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②基本方針　子どもが明るくのびのび成長できる環境づくり

基本目標 取り組みの成果

1．子どもの心を育
てる教育の充実

●品川の教育改革「プラン 21」に基づき、すべての区立小中学校
において小中一貫教育を導入しています。その中で、習熟度別学
習、ステップアップ学習、市民科や小学校における英語科などの
導入により、子ども一人ひとりに適した学び方で学力を伸ばし自
らの生き方を拓く力を育てています。また平成 21年度より区固
有教員を任用し、より一層の教育の充実を目指しています。
●心身に障害のある児童・生徒だけでなく、LD・ADHD・高機能
自閉症を含めて特別支援を要する児童・生徒に対して、スクール
カウンセラー等と協力し適切な教育や指導を推進しています。

2．子どもの豊かな遊
びと体験機会の
充実

●放課後や土曜日、夏休みなどの長期休業日に、児童が安全に自由
に過ごせる場所として全小学校に開設している「すまいるスクー
ル」は、児童全体の 7割以上が登録しており、地域のボランティ
ア、PTAの協力を得ながら多彩な事業を行っています。
●中高生の活動拠点として児童センターのうち 9ヵ所を「ティー
ンズプラザ」として整備し、スポーツや地域活動への支援を行っ
ています。

3．子どもと子育て
にやさしい地域
環境の整備

●小学校 PTAが主体で地域住民と協力し、登下校時間帯に合わせ
て子どもを見守る「83運動」を実施するなど、地域ぐるみで子
どもの安全を確保しています。
●全児童が「まもるっち」を携帯し、緊急発報時には学校関係者、
保護者、地域の協力者および生活安全サポート隊による防犯ネッ
トワークにより、子どもの安全を確保しています。
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③基本方針　子育てと子どもの成長を社会全体が協力し、応援する環境づくり

基本目標 取り組みの成果

1．地域における子育
て家庭への支援

●区独自の児童手当や子どもすこやか医療費助成等、安心して子育
てができるよう経済的な支援を充実し、負担の軽減を図っています。
●親として必要な情報の提供や、親どうしの交流を図り、親として
の成長を手助けし、子育ての精神的な負担を軽減します。また次
世代の親として体験する機会を設けるなど、総合的な「親育ち」
を支援しています。

2．地域の子育て力
を高める環境づ
くり

●地域の資源を生かして子育て支援拠点を整備するため、商店街の
空き店舗を活用して平成 18年度に開設された「子育て交流ルー
ム」の運営を支援しています。
●区内で 2ヵ所目となるファミリー・サポート・センターを平成

19年度に開設し、子育ての援助をしてもらいたい方（依頼会員）
と援助をしたい方（提供会員）を結ぶ会員制の育児支援ネット
ワークの拠点を設け、地域の中でお互いが助け合いながら子育て
できる環境を支援しています。
●地域住民や児童センター利用者に働きかけ、子育て支援ボラン
ティアを育成しています。




